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南関東地域で発生した主な地震
【平成２１年防災白書】

首都直下型地震について

首都圏においては、およそ２００～３００年周期

で観測されているマグニチュード８の関東大

震災クラスの地震と、その間に発生するマグ

ニチュード７クラスの直下型地震が想定され

ています。首都直下型地震が今後３０年以内で

発生する可能性は７０％と言われています。

平成１９年に埼玉県が実施した地震被害想定

調査では、東京湾北部を震源とするマグニチ

ュード７．３の地震が発生した場合（冬１８時・

風速８m/s）、県内の全壊建物約１３，０００棟、

焼失建物約２１，０００棟、死者約７２０人、１日後

の停電世帯約８万世帯、１日後の断水世帯約

２４０万世帯と甚大な被害が想定されます。

地震を防ぐことはできませんが、被害を最

小限に抑えるように、県民や企業、行政が自

助・共助・公助の精神で減災に向けて連携す

る「協働」の社会をつくっていくことが重要

です。そこで埼玉県では「埼玉県震災予防の

まちづくり条例」にもとづき、震災対策に取

り組んでいるところです。

帰宅困難者対策について

国の中央防災会議によると、東京湾北部地

震が発生した場合、公共交通機関の運行停止

等により自宅に帰れなくなる帰宅困難者が、

１都３県（東京、埼玉、千葉、神奈川）合計

で約６５０万人と想定されています。また、埼
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企業の震災対策について
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項目 予測内容 東京湾北部

建物

全壊数（棟）

揺れ ８，４９８

液状化 ４，７４７

合計＊ １３，２４５

半壊数（棟）

揺れ ６３，１７４

液状化 ７，９４６

合計＊ ７１，１２１

火災 焼失数
（棟） ２１，２０２

人的被害

死者数
（人） ７１６

負傷者数
（人） １１，８１３

生活支障

避難者数
―１日後―（人） ６７０，９６４

帰宅困難者数＊
（人） １，２１７，０７８

ライフ
ライン

電力

電柱被害数
（本） ８，９６４

停電世帯数
―１日後―（世帯） ７８，９２３

通信

電柱被害数
（本） ３，２４７

不通回線数
―１日後―（回線） ２８，２３２

都市
ガス

供給停止軒数
―直後―（軒） ９００，８３８

上水道

配水管被害数
（箇所） ９，３７２

断水人口
―１日後―（人） ２，４１９，９６９

その他

エレベータ
閉じこめ（台） ５，０５９

災害時要援護者＊
死者数（人） ２６６

災害廃棄物量
（トン） ４，８３７，０７６

中高層被災
世帯数（世帯） １９，３１４

東京湾北部地震（冬１８時・風速８m/s）被害想定結果概要
【平成１９年度埼玉県地震被害想定調査報告書】



8 ぶぎんレポートNo．１２７ ２００９年１１月号

２００９年首都圏統一帰宅困難者対応訓練（埼玉県内コース）

玉県の地震被害想定調査では、東京などで帰

宅困難者となる県民の数は約１２０万人に上る

としています。

〈その時どうする〉

多くの人が一斉に帰宅しようとすると、各

地で混雑が発生し、特に火災発生地域周辺で

は、満員電車状態の大混雑に長時間さらされ

ます。集団転倒に巻き込まれたり、火災や沿

道建物からの落下物により死傷するなど、大

変危険な状態になります。「むやみに移動を

開始しない」ことが大切です。まずは、家族

や自宅の無事を確かめましょう。無事が確か

められれば、状況が落ち着くのを待って帰宅

することができます。

災害発生当初は、固定電話や携帯電話はか

かりにくくなる可能性があるので、安否確認

の手段として、災害用伝言ダイヤル１７１、携

帯電話災害用伝言板などが有効です。

以下の期間に体験利用できます。お試しく

ださい。

【体験利用】
毎月１日 ００：００～２４：００
正月三が日
（１月１日 ００：００～３日 ２４：００）
防災週間
（８月３０日 ９：００～９月５日 １７：００）
防災とボランティア週間
（１月１５日 ９：００～２１日 １７：００）

※詳しくは各電話会社へ

〈事前の備え〉

帰宅行動シミュレーション結果によると、

翌日帰宅や時差帰宅をすることにより、道路

上の混雑が緩和されることが分かっています。

企業等では、従業員を帰宅させる場合に、

例えば家族の無事が確認できた人については、

しばらく待機あるいは翌日まで待ってから帰

ってもらうことなどを検討してください。そ

のため、一定期間従業員が滞在できるよう、

食料・飲料水、災害用トイレ等の備蓄を進め

るなどの対策をお願いします。

また、従業員が外出中に災害が発生した場

合には、無理に帰社せず、最寄りの支店・営

業所などで一時待機したり、自宅に近い場合

には帰宅したりする等の行動ルールをあらか

じめ事業継続計画などに明確化することが必

要です。

また、訪問者・利用者・顧客が事業所内に

滞在中に被災し、帰宅困難になる場合もあり

ます。そのような場合には、自社従業員と同

様に、一時的に待機できるよう、備蓄物資や

滞在スペースの確保などの準備を検討してく

ださい。

〈企業連携による取組事例〉

千代田区大手町、丸の内、有楽町に立地す

る企業が「東京駅周辺防災隣組」を設立し、

災害時における帰宅困難者対策のため、平常

時から防災情報の共有化や防災訓練を行って

います。これは震災時における大量の帰宅困

難者の発生によるパニックを防ぐために、ビ

ルの開放、備蓄物資の提供、交通機関の復旧

情報の提供など各企業が可能な範囲で対応し

ようという取り組みです。
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オフィス等での家具の転倒防止対策

建物の耐震化について

阪神大震災では死者の８０％相当、約５，０００

人は倒壊した木造家屋の下敷きになって即死

しました。特に昭和５６年以前の耐震基準に基

づく建物が多くの被害にあっています。建物

の耐震化は減災対策の要です。また、企業に

とって建物は資産であると同時に事業基盤で

もあります。耐震性は、そこで活動する従業

員、顧客など多くの人々の安全に直結する建

物の基本性能であり、事業継続の観点からも

重要です。多数の者が利用する特定建築物（学

校、病院、百貨店、事務所、老人ホーム等）

については、耐震改修促進法で「耐震改修を

行うよう努めなければならない」とされてい

ます。また、特定建築物のうち一定規模以上

のものは、所轄行政庁が「所有者に対して必

要な指示をすることができる」とされ、正当

な理由無く従わない場合は、公表されること

が明文化されています。耐震改修を計画して

いる事業者は、県の補助制度がありますので

活用を検討してください。

埼玉県内の住宅・建築物の耐震診断・耐

震改修に関する補助制度等のご案内（県

建築安全課HP）

http : //www.pref.saitama.lg.jp/A10/BG00

/kenti/sinsai/taishin_hojo.html

〈家具の固定化〉

過去の地震でも建物に被害がなくても、家

具や家電製品が倒れたり飛んできて負傷した

ケースが多く、高層ビルでは遠方の地震でも

長周期地震動による被害が予想されています。

しかしながら、アンケート調査の結果では、

家具の固定化は進んでいないのが現状です。

特にオフィスでは、重量のある収納家具やコ

ピー機があり深刻な被害を及ぼしかねません。

コンピューターの破損により大切なデータを

損失し、業務再開に時間を要する可能性もあ

ります。家具の固定化には多額の費用は必要

とせず、地震対策として費用対効果が高いと

いえます。

〈エレベーターの閉じ込め防止対策〉

東京湾北部地震では、県内で約５，１００台の

エレベーターで閉じ込めが発生すると想定さ

れています。地震時に最寄り階に停止しドア

を開くなどの閉じ込め防止装置を整備するこ

とが有効です。しかし、万が一閉じ込められ

た場合、救出までかなりの時間を要するため、

これに対応した非常用キットが販売されてい

ます。非常用の食料、飲料水、仮設トイレ、

ラジオ、ライトなど閉じ込められた際に必要

なアイテムがコンパクトに収容されています。

長時間エレベーターに閉じ込められると脱水

症状を起こすケースが多いため、特に飲料水

の確保が重要です。

震災時の事業継続について

震災時には、拠点となる事務所や工場が被

害を受けたり、システム障害が生じ、事業の
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停止に追い込まれるケースがあります。この

場合、事業が停止している間の利益を損なう

ばかりでなく、取引先や顧客を失う原因とな

り、事業からの撤退を余儀なくされる恐れが

あります。企業経営者は個々の事業形態や特

性を踏まえ、企業存続の生命線である事業継

続を死守するための行動計画「事業継続計画

（BCP）」、また、その運用・訓練・継続的改

善の取組みである「事業継続マネジメント

（BCM）」を構築することが望まれます。

２００１年９月１１日の同時多発テロでは、世界

貿易センター地域に所在していた金融系企業

が、最重要拠点を失ったにもかかわらず危機

的状態を見事なまでにくぐり抜け、９，０００人

以上の従業員を無事に避難させたばかりか、

その翌日からその拠点にあった事業の一部を

他の場所で再開させました。企業の危機管理

に対する取り組みが功を奏した事例です。

最後に、震災に強い県土づくりに向けて、

県民の皆様のより一層のご協力をお願いしま

す。

事業継続計画の概念（事業継続ガイドライン 内閣府）

企業の防災への取り組みの一般的なアプローチ（内閣府HPより）

災害の特定
どの災害に備えるか？地震、水害、風害、etc.
被害想定／自社の災害対応力を把握

�
お客様、従業員などの
生命の安全確保

安否の確認方法の確立
食料品、医薬品、トイレなどの備蓄

�
建物の耐震性の確保

新耐震基準の建物かどうかの確認
もし旧耐震基準で建てられた建物であれば 耐震診断／必要に応じて耐震補強

�
二次災害の防止

自社が被災したことにより、周辺に被害が及ぶことを防ぐ
出火防止策や薬液などの漏洩防止策／看板の落下防止、窓ガラスの飛散防止

�
地域貢献・地域との共生

地域自治体との災害時支援協定の締結
地域の防災訓練への参画、工場見学への誘い

�
情報開示

企業の社会的責任として、防災への取組を関係者にアピール
会社案内、有価証券報告書、ホームページなど

埼玉県のマスコット「コバトン」


